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研究成果の概要（和文）：日本古代における王宮・王都や地方官衙(大宰府・多賀城・国府・郡家)は、きわめて多様で
あり、それぞれの地域の歴史の中に位置づけてはじめて理解ができる。とくに実務の上から、それらを支えた官衙はき
わめて多様である。これまで、考古学では、官衙の建物配置などをパターン化して、その性格を考えることが多かった
が、官衙の建物配置や規模、その変遷は多様であり、単純にパターン化できるものではない。しかし、その多様なとこ
ろにこそ、古代国家のもつ実態としての地域支配が反映されている。それを読み取ることが大切である。

研究成果の概要（英文）：The study revealed that there are various ways in which the systems of government 
offices were established and developed in the ancient times of Japan, and that such diversity reflects 
the true nature of the ancient nation.

研究分野： 考古学
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１．研究開始当初の背景 
 王宮・王都、国府や郡家という地方官衙の
遺跡において、考古学の発掘調査が精力的に
進められている。 
 王宮・王都では、飛鳥宮、藤原宮、平城宮
長岡宮、平安宮と変遷していく中で、その中
枢(内裏・大極殿・朝堂などの天皇が使う中心
施設)の建物配置の変化が明らかにされ、これ
らをもとに、その背後にある政治改革や儀式
の変化などを読み取ろうとする研究が活発
に進められている。 
 国府や郡家という地方官衙では、その中枢
である政庁(国庁や郡庁など)の実態が明らか
となり、画一的な様相をもつ国府に比べて、
郡家が様々な建物配置をもつことや、その変
遷が激しいことが明らかにされている。 
 このように近年の発掘調査の進展、そして
研究の蓄積から、王宮・王都、国府と郡家と
いった地方官衙では、その中枢の構造や機能
はかなりの精度で明らかになっている。 
 しかしながら、王宮・王都や国府・郡家の
研究では、儀式や政務をおこなう中枢だけが
注目を集めているが、官衙機構という立場か
らみると、それだけで構成されるものではな
い。王宮・王都であれば内裏・大極殿・朝堂
の機能、国府・郡家であれば政庁の機能を支
えた実務的な官衙が、その周辺に配置されて
いた。むしろ、実際は、このような実務的な
官衙があったからこそ、それぞれの中枢が機
能したと考えるのが自然である。しかし、こ
のような視点から官衙について、体系的な研
究はなされていないというのが、現状である。 
 ここに本研究で王宮・王都、国府・郡家な
どの中枢ではなく、その周辺に配置された実
務的な官衙にあらためて着目する理由があ
る。 
 
２．研究の目的 
 7 世紀後半に成立した古代国家は、列島社
会を支配するため、中央と地方に国家統治機
構を整備した。中央には藤原宮や平城宮など
の王宮・王都、地方には国府・郡家などの地
方官衙をおいて列島社会を支配した。いっぽ
う、王宮や地方官衙は、儀式や政務をおこな
う中枢だけで機能していたわけではない。そ
の周囲には、その機能を支えるための様々な
実務的な官衙が配置されていた。また、手工
業生産にかかわる遺跡の存在なども明らか
となっている。本研究では、これまでの王宮
や地方官衙の中枢を中心とした研究だけで
はなく、とくに、その中枢の周囲に配置され
た実務的な官衙に焦点をあて、それが、いか
に成立し機能したのか、また、具体的にどの
ような機能をもっていたのかを事例に即し
つつ総合的に分析を加え、古代国家の官衙機
構の実際的な機能の形成、展開過程を明らか
にする。 
 すなわち、これまでの中枢からみた視点の
みで検討されてきた古代国家の形成、展開過
程を、王宮・王都、国府・郡家を支えた実務

的な官衙の整備、機能した状況の側面に視点
を移して分析してみようとする試みである。 
 王宮・王都、国府・郡家の中枢には、シン
ボリックな側面があるため、その建物配置な
どが変化する年代と、実務的な官衙の側面か
ら明らかにした機能が成立し、変化する年代
は一致しない可能性が強い。おそらく、シン
ボリックな側面の整備が実務的な機能の整
備に先行するものと推定される。シンボリッ
クな側面からの整備が「たてまえとしての律
令制の導入」ならば、実務的な官衙の整備は
「本質としての律令制の導入」と理解するこ
とができる。これは、近年、提唱されている
「日本型」律令制の成立と深くかかわる問題
であろう。これが、本研究において実務的な
官衙に視点をおいた王宮・王都、国府・郡家
を対象とした研究をおこなう所以である。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、王宮・王都、国府・郡家の中
枢機能を支えた実務的な官衙の成立と、その
変遷から、古代国家の実際的な機能の形成や
展開過程、すなわち律令制の成熟度を明らか
にすることを目的としている。 
 そこで、まず王宮・王都、国府・郡家の周
辺で検出される実務的な官衙の発掘調査の
成果を集成する。そして、個々の官衙遺跡に
おいて建物群の成立、変遷を明らかにする。
また、あわせて、木簡や漆紙文書、墨書土器、
畿内産土師器などにも検討を加え、遺跡、遺
構とのかかわりのなかで、機能とその変化に
ついて分析する。さらに、別途、文献史料に
ついても、官衙の実務的な機能にかかわる記
事や条文についても再検討を加え、発掘調査
の成果との対比もおこない、律令制がたてま
えとしてではなく、本質的にどのように機能
するようになったのかを明らかにして、その
支配の実態を解明する。 
 この課題を明らかにするため、以下の分析
をおこなう。 
 ①王宮・王都における実務的官衙の分析。 
 ②国府・郡家における実務的官衙の分析。 
 ③それぞれの遺跡における出土遺物(墨書
土器、漆紙文書、畿内産土師器など)の分析。 
 ④文献史料の集成と再検討。 
 
４．研究成果 
 飛鳥宮、藤原宮、前期難波宮、平城宮にお
いて、具体的に発掘調査でみつかっている建
物群の調査成果を整理して、実務的な官衙は、
7 世紀中ごろから後半においては、十分に整
備されていなかったことを明らかにした。ま
た、藤原宮において、その中枢に官衙が整備
されるようになるが、とくに個性をもった建
物配置をとるものは少なく、それぞれの職掌
にあわせた独立した官衙とはなっていない
ことを明らかにした。また、平城宮において
も、すでに官衙は成立しているが、その前半
においては、いまだ、その機能に合わせた整
備とはなっておらず、その機能の強化という



意味では、8 世紀中ごろに大きな画期がある
ことを検証した。 
 地方官衙では、大宰府跡、多賀城跡、秋田
城跡などの政庁の周辺に配置される官衙の
様相を整理した。その結果、どの地方官衙に
おいても、政庁などの中枢が成立する段階に
は、実務的な官衙と呼びうる建物は、ほとん
ど存在しなかった事実を明らかにした。官衙
として存在しているかぎりは、支配のための
実務を担う場が必要であるが、それがどこに
あったのかという課題が生まれた。その成立
段階においては、政庁とよばれる中心施設が
ある程度の実務面も支えていた可能性があ
る。そして、実務的な官衙が周辺に成立して
くるのは、大まかに奈良時代後半から平安時
代であり、平安時代初めに実務的な官衙の整
備ということでは画期が存在することを明
らかにした。 
 宮崎県西都市日向国府跡、福岡県久留米市
筑後国府跡、福岡県行橋市福原長者原遺跡、
愛媛県松山市久米官衙遺跡群、福岡県粕屋郡
粕屋町阿恵遺跡群、岐阜県関市弥勒寺官衙遺
跡群、東京都府中市武蔵国府跡、埼玉県深谷
市熊野遺跡・幡羅遺跡、群馬県前橋市上野国
府跡、群馬県伊勢崎市三軒家遺跡、群馬県大
田市天良七堂遺跡、群馬県高崎市多胡郡家跡、
宮城県郡山遺跡といった国府・郡家遺跡につ
いて、遺構・遺物の検討をおこなった。 
 国府や郡家は、きわめて多様であり、それ
ぞれの地域の長い歴史の中に位置づけるこ
とによってはじめて理解できることを確認
した。とくに、これまで、考古学は、その方
法論的な特徴から、建物配置などを分析して
パターン化し、それぞれの性格を考えること
が多かった。しかし、この方法は、ある段階
までは有効であるが、それ以上の官衙の実際
的な機能などを考える場合は、官衙遺跡の建
物配置や規模、その変遷はきわめて多様であ
り、その方法論的限界は明らかである。地域
のひろがりや歴史の中に官衙遺跡を位置づ
ける作業が必要である。そして、その多様性
の中にこそ、古代国家のもつ実態としての地
域支配が反映されていて、それを読み取る必
要があることを強く認識した。 
 また、実際の官衙での実務の実態を検討す
るため、大宰府政庁跡周辺官衙不丁地区出土
の漆付着土器を分析した。漆を扱う実務を担
う官衙の実態を検討した。これまで、漆が大
量に付着した須恵器壺・平瓶は、漆を生産地
から消費地まで運ぶ運搬容器と考えられる
ことが多かった。そして、実際に出土した漆
付着土器の詳細な検討、自然科学的分析、『延
喜式』などの文献史料の検討などから、実際
は、大宰府の中での役所ごとでの小分けをし
たときの容器であることを明らかにした。税
として徴収された漆が、実際に、どのように
して使われたのかということを具体的に明
らかにした。おそらく、この大宰府での漆付
着土器の使用の実態は、王宮・王都や他の官
衙遺跡などにおいても、普遍化できる可能性

があることを指摘した。漆をひとつの分析の
切り口として、モノの動きなどを検討するこ
とにより、官衙のもつ機能が具体的に明らか
にできることを検証した。 
 福岡県行橋市福原長者原遺跡では、政庁の
周囲をめぐる空閑地や大溝に着目して、藤原
宮をモデルにしていることを証明した。また、
同じ空閑地や大溝は、宮城県仙台市郡山遺跡
においても認められることから、7 世紀末か
ら8世紀前半に列島の北の地域と南の地域に
おいて、地域支配のための大規模な官衙が出
現していることを明らかにし、このことに、
古代国家の地域支配、官衙機構の成立過程が
如実に反映されていると考えた。また、福原
長者原遺跡のⅡ期官衙の造営尺を詳細に検
討して、その造営年代が、大宝令の施行後
(701 年)、和銅 6年(713)までに限定できるこ
とを明らかにし、大宰府政庁Ⅱ期成立以前に
大宰府を匹敵するか、あるいは凌駕する大規
模な官衙遺跡が豊前地域に存在したことを
明らかにした。これは、これまでの大宰府を
中心とした歴史観(大宰府中心史観)ともい
える古代史に再考をうながす成果である。 
 飛鳥・奈良時代の畿内産土師器の分析では、
九州を中心として、いつ頃から搬入がはじま
り、いつピークをむかえるのか、分布が多い
地域はどこかといった視点から具体的に資
料を分析した。7 世紀中ごろにおいては、壱
岐・対馬への搬入がピークをむかえる。そし
て、奈良時代になると、ほとんど出土しなく
なる。一方、大宰府や博多遺跡群においては、
7 世紀後半から急激にその出土量が増加する。
7 世紀における畿内産土師器の分布の変化に
は、古代国家が、どの地域を重視して地域支
配をおこなおうとしているのかという意図
が反映されている。また、同じことは、関東
地方の上野地域・下野地域についてもいえる。
この地域でも7世紀中ごろの畿内産土師器が
大量に出土しており、この時期、東山道ルー
トが重視されていたことがわかる。それが、
奈良時代になると下総地域へと分布が変化
する。東海道ルートの重要性が高まったもの
と推定できる。また、大宰府への畿内産土師
器の搬入過程を整理することにより、大宰府
という官衙の成立にともない、出土量が増加
していく様相が読み取れ、畿内産土師器の搬
入が官衙の成立と整備に対応していること
が明らかとなった。 
 ただ、7 世紀後半以降、大宰府、博多遺跡
群での畿内産土師器の出土は増加するとは
いえ、九州の他の地域でも、その出土量は減
るが、畿内産土師器の出土は続く。西海道諸
国(九州)はたてまえとしては、大宰府を通し
ての地域支配であったはずであるが、この様
相は、そういったことに再検討をせまる成果
であり、やはり大宰府中心史観に再考を求め
るものである。いずれにしても、畿内産土師
器の分布には、古代国家による地域支配の実
態が反映されているとみてよい。 
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